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あいあいホール基本使用料 

施設の名称 
午前 午後 夜間 全日 

9:00～12:00 13:00～16:30 17:30～21:30 9:00～21:30 

ホール 
7,000 

（8,000） 

8,000 

（11,000） 

13,000 

（16,000） 

28,000 

（35,000） 

楽屋１（洋室） 600 900 1,300 2,800 

楽屋２（洋室） 600 900 1,300 2,800 

楽屋３（和室） 600 900 1,300 2,800 

リハーサル室 600 900 1,500 3,000 

シャワー室 200 200 200 600 

※（   ）内は、土、日、祝日の使用料 

※単位は円 

【備 考】 

１．全日使用の使用料は、各時間帯額の合計額とする。 

２．使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本使用料に条例で定めた

割合の額を加算する。 

３．使用許可時間以外の超過時間は 1時間以内とし、超過使用料は、その時間料の額の 100

分の 30とする。 

４．練習又は準備のために使用する場合の使用料は、基本使用料に相当する額とする。 

５．使用料の額に 100円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨てる。 
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あいあいホール附属設備・備品等使用料 

設備名 種類又は品目 単 位 単 価 備 考 

舞 

台 

設 

備 

演 台 1 回１式 1,000 花台、司会者台含む 

所作台 1 回１式 3,000 化粧框含む 

平 台 1 回 1 台 100  

松羽目 1 回１式 1,000  

金屏風 1 回１双 1,000  

座布団 1 回 1 枚 100 長・高座用共 

上 敷 1 回 1 枚 100  

めくり台 1 回 1 台 100  

地 絣 1 回 1 枚 500  

定式幕 1 回 1 枚 500  

紗 幕 1 回 1 枚 1,000  

スクリーン 1 回 1 枚 1,000  

指揮者台 1 回 1 台 500 譜面台を含む 

演奏者用譜面台 1 回 1 台 100  

譜面灯 1 回 1 台 100  

音響反射板 1 回 1 式 2,000  

音 

響 
設 

備 

拡声装置 1 回 1 式 1,000 マイク、スタンド 1 本付 

マイク 1 回 1 本 100  

録音・再生機器 1 回 1 台 300  

移動用スピーカー 1 回 1 対 300  

持ち込み電源使用料 

（１Kw） 
1 回１Kw 100  

移動卓 1 回 1 台 1,000  
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照 

明 

設 

備 

A セット 1 回１式 2,000 中割幕前・舞台前半分 

【A セット内訳】ボーダーライト・フロントサイドライト・シーリングライト・ステ

ージスポットライト・サスペンションライト 一式 

B セット 1 回 1 式 3,000 舞台全面 

【B セット内訳】ボーダーライト・フロントサイドライト・シーリングライト・ステ

ージスポットライト・サスペンションライト 一式 

C セット 1 回 1 式 5,000 ホリゾント幕まで 

【C セット内訳】ボーダーライト・フロントサイドライト・シーリングライト・ステ

ージスポットライト・サスペンションライト・アッパーホリゾンライト・ロアーホリ

ゾンライト 一式 

ボーダーライト 1 回 1 式 1,500  

ホリゾントライト 1 回 1 式 2,000  

センターピンスポット 1 回 1 台 1,000  

ライト（１Kw 以上） 1 回 1 台 300  

ライト（１Kw 未満） 1 回 1 台 200  

効果器 1 回 1 台 1,000  

持ち込み電源使用料 

（１Kw） 
1 回１Kw 100  

ピ 

ア 

ノ 

フルコン 

（スタインウェイ） 
1 回 1 台 6,000 調律は含まない 

フルコン 

（ヤマハ CF-Ⅲ） 
1 回 1 台 3,000 調律は含まない 

アップライト 1 回 1 台 500 
リハーサル室 

調律は含まない 

映
写
設
備 

１６ミリ映写機 1 回 1 台 1,500 スクリーン付 

プロジェクタ 1 回 1 台 1,500 
スクリーン及びパソコン

付 

空
調
設
備 

冷暖房使用料（ホール） 1 時間 1,500  

冷暖房使用料 

（楽屋・リハーサル室） 
1 時間 100  

※単位は円 

【備 考】 

１．表中 1回とは、午前、午後、夜間を各 1回、全日を 3回として徴収する。 

２．この表の使用料には特別な舞台、照明、音響に必要な人件費は含まれません。 

３．この表に定めのない附属設備及び備品の使用料は、類似する設備等の額に応じて算出

した額とします。 


